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0金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改

正する規則 (医療保険課)

O金沢市介護保険規則の一部を改正する規則
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金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年12月19日

卓山キす

⑨金沢市規則第60号

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の一部を次のように改正する。
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金沢市長
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令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3 金沢 市公 報

年度

納付番号 確認番号 。
」l
 

J
 

「上記のとおり領収しましたので

通知します。

(宛先)

金沢市会計管理者
を削り、改め、

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

収納代行会社

収納代行会社

上記のとおり領収しましたので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関
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令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

年度金沢市市民税 ・県民税

|納付書発行番号
を

年度金沢市市民税・県民税

納付番号 | 確認番号 め改

「上記のとおり領収しましたので

通知します。

(宛先)

金沢市会計管理者
を削り、

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

収納代行会社

収納代行会社

上記のとおり領収しましたので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関

改め、「金沢市指定金融機関等(※)Jを削り、同ウ(裏)を削り、同ウ(表)を同ウとし、同その 1エ(表)中
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令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

「上記のとおり領収しましたので

通知します。

(宛先)

金沢市会計管理者
を削り、

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

収納代行会社

収納代行会社

上記のとおり領収しましたので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関

改め、「金沢市指定金融機関等(※)Jを削り、同エ(裏)を削り、同エ(表)を同エとし、同様式その2ウ(表)中

I[収納機関番号|

l通知書番号 |
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令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

「上記のとおり領収しましたので

通知します。

(宛先)

金沢市会計管理者
を削り、

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

収納代行会社

収納代行会社

上記のとおり領収しましたので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関

改め、「金沢市指定金融機関等(※)Jを削り、同ウ(裏)を削り、同ウ(表)を同ウとする。

を 石川県

金沢市
第四号様式イ(表)中
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令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3 金沢 市公 報

「上記のとおり領収しましたので

通知します。

(宛先)

金沢市会計管理者
を削り、

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

収納代行会社

収納代行会社

上記のとおり領収しましたので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関

改め、「金沢市指定金融機関等(※)Jを削り、同イ(裏)を削り 、同イ(表)を同イとし、同様式ウ(表) 中

I[収納機関番 号|

l 通知書番号 |

|納付書発行番号|
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令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3

「上記のとおり領収しましたので

通知します。

(宛先)

金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

金沢市公報

を削り、

上記のとおり領収しましたので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

収納代行会社

収納代行会社

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関

改め、同ウ(裏)を削り、同ウ(表)を同ウとする。

第42号様式その1(表)中 11市町村コード IJを削り、

収納機関 納付書

番号 発行番号

通知書

番号

収納機関 納付 確認 納付

番号 番号 番号 区分

通知書

番号

を

を

石川県

金沢市

通知書番号

を

に、「金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関、金沢市収納代理金融機

通知書番号

関又は金沢市市税収納受託者に」を「裏面に記載の納付場所等で」に改め、

「 金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関、

金沢市指定代理金融機関

又は金沢市市税収納受託者」

を削り、同その 1 (裏)中

(この欄には、この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の

要旨、納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべ

き措置、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を

行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。)

7 
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令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3 金沢 市公 報

(この欄には、この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の I(この欄には、納付できる場所等

要旨、納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべ |を記入すること。)

き措置、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を

行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。)

改める。

附則

1 この規則は、令和 5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の問、所要の調整をして使用することが

できる。

3 この規則の施行の目前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による納付書等は、改正後の

金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年12月19日

金沢市長 村 山 卓

⑨金沢市規則第61号

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第 5号)の一部を次のように改正する。

第13条中第9号を第10号とし、第3号から第8号までを 1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の 1号を加える。

(3) 口座振替不能通知書第5号様式の 3

第四条中 「国民健康保険料還付(充当)通知書」を「過誤納金還付通知書」に改める。

第 3号様式アを次のように改める。

8 



令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

ア

(ア)

(表)

年度 国民健康保険料納入通知書 (仮算定)

本美

納期

納付額

納期限

9 

保険証番号

通知書番号

あなたの国民健康保険料を本書のとおり

決定しましたので納めてください。

年月日

金沢市長 固

第 1期 第2期



令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

(裏)

この欄には、この保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨、各納期における納付額を納期

限までに納入しなかった場合において執られるべき措置、この通知に不服がある場合における救済の方法、

取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。
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令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3 金沢 市公 報

(イ)

(表)

年度 国民健康保険料納入通知書 (本算定)

様

年 月 日

金沢市長 画

あなたの国民健康保険料を下記のとおり決定しましたので通知します。

年度国民健康保険料の算定明細 保険証番号 通知書番号

医療分 支援金分 介護分

区分 賦課基準 料率 保険料額 賦課基準 料率 保険料額 賦課基準 料率 保険料額

所得割額

均等割額

平等割額

合計

軽減区分 軽減区分 軽減区分

軽減額
均等割額 均等割額 均等割額

平等割額 平等割額 平等割額

軽減額計 軽減額計 軽減額計

限度超過額

増減調整額

条例減免額

減免額

年保険料

徴収方法 年保険料

特別徴収義務者

特別徴収対象年金

特別徴収対象年金額

国民健康保険料個人明細書 通知書番号

期別 納付額 納期限
被保険者氏名 所得割

1期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

2期

3期

普
4期

5期
通

6期
徴

7期
収

8期

9期

10期

11期

12期

月別 徴収額

特
4月

Bリ
6月

徴
8月

収
10月

12月

2月

11 



令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

(裏)

この欄には、この保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨、各納期における納付額を納期

限までに納入しなかった場合において執られるべき措置、この通知に不服がある場合における救済の方法、

取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。

12 



令和4年(2022年)12月19日 号外第 30号の3 金沢市公報

(ウ)

第 1葉
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記
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一
康

)

知
一
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一
健

正

通
一
保
一
民

更

一

一
国
(様

年度国民健康保険料決定 (更正)通知書

||  
|決定保険料 |

更正前 更正後 増減

(単位・円)

期別納付額

更正後 今回納付額

特別徴収 月別納付額

月別 更 正前 更 正後 納付済額 今回納付額

4月

6月

8月

10月

12月

2月

異動年月日 理由 氏名届出年月日

金融機関名

口座種別

振替区分

口座番号

口座名義人

納組コード

納組名称

保険料納付方法等

徴収方法

特別徴収

義務者

特別徴収

対象年金

特別徴収

対象年金額

13 



令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3

第 2葉

国民健康保険料決定の明細

賦課明細

所得割額
基礎額

均等割額
被保数

平等割額

算出額

療保分医険

判定

政令軽減額 均等割額

平等割額

限度超過額

年間保険料

増減調整額

条例減免額

減免額

医療分保険料額

(A) 退一般職分分

所得割額
基礎額

均等割額
被保数

平等割額

算出額

主聾

判定

政令軽減額 均等割額

平等割額

限度超過額

年間保険料
増減調整額

条例減免額

減免額

一般分
(8) 内訳 退職分

所得割額
基礎額

均等割額
被保数

平等割額

算出額

判定

政令軽減額 均等割額

草分
平等割額

限度超過額

年間保険料

増減調整額

条例減免額

減免額

介護分保険料額

( C) 一般分

退職分

金沢 市公 報

更正問

人

人

人

更正前

14 

通知書番号

保険証番号

更正後

人

人

人

更正後

(単位・円)
増減

人

人

人

(単位・円)
増減



令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

第3葉

国民健康保険料個人明細書 保一 | 通知書番号
品川百

所得割 |均等割 | 平等割

(単位 ・円)

15 



令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

第4葉

この欄には、この保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨、各納期における納付額を納期

限までに納入しなかった場合において執られるべき措置、この通知に不服がある場合における救済の方法、

取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。

第3号様式イ(表)を次のように改める。

16 
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(
表
)

金
沢

市
金

沢
市

年
度

国
民
健

康
保

険
料

領
収

済
通

知
書

国
民
健

康
保

険
料

領
収

証
書

加者
名入

I

納
付

義
務

者
納

付
義

務
者

賦
牒

年
度

対
象

年
度

通
知

書
番

号

保
険

証
納

期
限

賦
[深

年
度

賦
牒

年
度

番
号

期
限

対
象

年
度

対
象

年
度

通
知
書
番
号

通
知
書
番
号

期
}J
IJ

 
期

男
IJ

保
険
証
番
号

保
険
証
番
号

納
期

限
納

期
限

納
付

額
納

付
額

合
計

延
滞

金
延

滞
金

延
滞

金

lロ』
言十

lロ』
計

義
務

者
取

扱
期

限
取

扱
期

限
領

収
日

付
印

領
収

日
付

印
領

収
日

付
印

上
記

の
金

額
を

領
収

上
記

の
金

額
し
た
の
で
通

知
し
ま

を
領

収
し

ま
す

。
し
た

。

(
宛
先

)
金

沢
市

指
定

金
沢

市
会

計
管

理
者

金
融

機
関

等
(
※
)
 

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

金
沢

市
指

定
代

こ
の
領

収
証

型
金

融
機

関
又

は
金

書
は

、
後
日

沢
市

収
納

代
理

金
融

の
証

拠
と

し
機

関
て

2
年

間
保

存
し

て
く

だ
さ
い

。
石
川

県
金

沢
市

|市
町
村

コ
ー

ド
石
川

県
金

沢
市

同
町
村

コ
ー

ド
|

石
川

県
金

沢
市

|市
町

村
コ
ー

ド
|

こ
の

領
収

済
通

知
書

は
、

直
接

機
械

で
処

理
し

ま
す

の
で

、
汚

し
た

り
、

折
り

曲
げ

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
し

、
。

ー l -吋 ||

第
5
号
様
式
(
表
)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(
表
)

管
促

状
兼

領
収

註
書

|震
春

日
産

番
号

|
|
加

入
者

宅
|

納
付

書
(

控
)

金
沢

市
国

民
健

康
保

険
料

領
収

済
通

知
書

す等場 EなK
の※

国至は)
本民急
、
で行健
状納康
最をき
付保受
遣寄険
しけり
て料取
のくが
金すら
だれ滞
沢のさ
抽市で
るい指
御前と

。定了なに
金っ

融て
緩い

金
沢

市
国

民
健

康
保

険
料

闘のま
。お合
(

い
で

納
承
付く

務だ

さ
し、
。

年
金
沢
月
市
長

日

回

※し
なこ

いの
納で
付く

7書ご
さは
し直
、
。接

機
械

で
処

理
し

ま
す

の
で

、
折

り
曲

げ
た

り
納

付
義

務
者

氏
名

|納
付

義
務

者
氏

名

様
様

様

科
目

眠
年
諜度

年
対
象度

期
男

1)
保

険
料

賦
課

年
度

科
目

対
象

年
度

賦
課

年
度

画
1謡

番
号

通
知
書
番
号

対
象

年
度

期
お
1)

l車
知

畜
苔

号

本納
来期

の限
延

滞
金

保
険

料
期

男
1)

様
保

険
料

指
定

期
目

合
計

延
滞

金

lE
3
 h
 

延
滞

金

有本
来
吉の
納甫
期百
限

轟
事

ま
叩

糊
し

て
く

だ
さ

い
J

石
川

県
金

沢
市

|市
町

村
コ

ー
ド
|

金ヒ
記訳
』市
のの
金指
額定
収拠
し金
を ZてとE

領融奮〈し
瞳収
はてだ閏
しき2

 等ま
し(
た※
)

上
記

の
金

額
を

領
収

し
た

の
で

通
知
]
し
ま
す
。

領
収

日
付

叩
領

収
日

付
叩

後年
間」
日保の

領証
存収
拠し

く
さ

領
収

日
付

印

(
宛

先
)

金
沢

市
会

計
管

理
者

金金
融沢
機市

指関
定文
金は

融金
機沢
関市

収、
金納

代沢
市理

指金
融定

代機
理関

石
川

県
金

沢
市

|市
町

村
コ

ド
|

石
川

県
金

沢
市

|市
町

村
コ

ド
|

0
0
 

第
5
号

様
式

の
2
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
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(第
13
条
関
係
)

第
5
号

様
式

の
2

合
計

延
滞

金

納
付

義
務

者

上
記

の
金

鎖
を

領
収

し
領

収
日

付
印

た
の

で
通

知
し

ま
す
。

金(
宛沢
先市
)会

計
管

理
者

金
沢
市
指
定
市
金
指
は
融
金
定
機代
沢
理市

金
関
融
、
金
機
沢関

文
金

沢

収
納

代
理

金
融

機
関

卦 吟 期

u
 

納
付

義
務

者

科
目

保
険
話
番
号

殴
E長

年
度

対
象

年
度

通
知
書
番
号

期
別

保
険

料

延
滞

金

Jロh
 

計

本
来

の
納

期
眼

指
定

期
日催

告
書

兼
領

収
証

次
の

国
民

健
康

保
険

料
治

旬
、

ま
だ

に
納

付
さ

れ
て

い
ま

せ
ん
。

至
急
、

最
寄

り
の

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
等

(
※

}
で

納
付

し
て

く
だ
さ
し
、
。

な
お

、
本

状
を

受
け

取
ら

れ
る

前
に

納
付

済
の

場
合

は
、

行
き

違
い

で
す

の
で

御
了

承
く

だ
さ

い

囲
金

沢
市

長

国
民

健
康

保
険

料

様

月
日

年
度

年

: }  一 一 e p

- - 倹 一

ー ー一 一 白 木

: i l  

- - 晴 船

「 L 凶 嘗
国 +ω 市

有 度
i 三日 1F 4 

金 納
付

義
務

省

賦年
度課

12
2|

 
通
醤
知
書号

期
日
q

|喜
匂

|
本納
期来

の限

保
険

料

延
滞
金

合
晋
|

指
定
期

日

領
収

済
通

知
書

国
民
健

康
保

険
料

年
度

金
沢

市

保
険
2正 }:
? ... 勺

加
入

賦
課

年
度

者
名

番

<
D
 

領
収

日
付

印
記

の
金

額
を

納
付

し
ま

す
。

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。
金

沢
市

指
定

金
融

機
関

等
(
※
)

こ
の

領
収

証
書

は
、

後
日

の
証

拠
と

し
て

2
年

間
保

存
し

て
く

だ
さ

b
、。

(
※
)
金
沢

市
指

定
金

融
機

関
等

と
は
、

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

金
沢

市
指

定
代

理
金

磁
機

関
、

金
沢

市
収

納
代

理
金

融
機

関
又

は
金

沢
市

保
険

料
徴

収
受

託
者

を
い

い
ま

す
。

領
収

日
付

印

|市
町

村
コ

ー
ド
|

石
川

県
金

沢
市

石
川

県
金

沢
市

|市
町

村
コ

ー
ド
|

」
の
百
頁
収

済
通

知
書

は
、

直
接

機
械

で
処

理
し

ま
す

の
で

、
汚

し
た

り
、

折
り

曲
げ

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い
。

石
川

県
金

沢
市

|市
町

村
コ

ー
ド

|

第
5
号

様
式

の
2
の

次
に

次
の

1
様

式
を

加
え
る
。
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(第
13
条
関
係
)

|
娠
幹
口
座
番
号
|

|加
入
者
名
|

金
沢
市
国
民
腿
康
保
険
料
領
収
済
通
知
書

口
座
振
替
不
能
通
知
書
兼
制
収f
rF
.苦
手

次
の
保
険
料
に
つ
い
て
指
定
口
座
か
ら
の
緩
容
が

金
沢
市
国
民
健
康
保
険
料

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
モ
毛
色
、
金
沢
市
指
定
金
融
機

関
等
(
※
)
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お、

こ
の

納
付
書
{
控
)

通
知
容
を
受
け
取
ら
れ
る
前
に
納
付
済
の
場
合
は
行

き
i塞
い
で
す
の
で
御
了
魚
く
だ
さ
い
。

納
付
義
務
者
氏
名

納
付
義
務
者
氏
名

犠
4業

1僚

手+
白

賦
課
年
度

対
象
年
度
|

科
自

通
知
書
番
号

I
期
男
i
J
T

科
目
|賦
課
年
度
|対
象
年
度
|
期l
lJ
l

保
険
料

賦
課
年
度

保
険
料

対
象
年
度

延
滞
金

通
知
書
番
号

延
滞
金

通
知
書
番
号

合
計

霊
長

期
ll
lJ 

納
期
限

納
期

限
合
計

保
険
料

市
あ
な
た
の
指
定
し
た
金
融
機
関

延
滞
金

金
融
機

関

合
計

納
期
限

座
番

号
↓
銀
特
不
能
理
由

1:
1;:
の
金
舗
を官
買収
し
ま
し
た
.

石
川
県
金
沢
市

lm
町
村
コ
}
ド
|

金
沢
市
指
定
金
酸
機
関
等
G
詩)

領
収
日
付
印

領
収
日
付
印

領
収
日
付
印

ヒ
記
の
金
額
を
領
収
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

この
量
買
収
証
書
は
.
種
目
の

証
拠
と
し
て

Z
年
目
時
存
し

(宛先)金ð~市会
計管理者

て
く
だ
さ
い
ー

(;
:<)
金
沢
市
縛
定
金
融
機
関

告書
と
段
、
金
沢
市
指
定
金
属
機

金
沢
市
j肯
定
金
量
融機
関
、
金
沢
市
指
定
代
理

問
、
金
沢
市
指
定
代
理
金
酪
犠

金
融
織
関
又は
金者
.t
.i
!i
収
納
代
理
金
融積
極
関

関
、
金
沢
市
昭
納
代
理
企
画
控
機

関
又
は
金
沢
市
保
険
料
徴
車
交

托
者
を
い
い
ま
す
.

石
川
県
金
沢
市
|市
町
村

2
一
司

石
川
県
金
制
i
I市
町
村
ヨ
一
司

第
5
号
様
式
の

3

N O - -

第
6
号
様
式
そ
の

1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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金
沢

市
国

民
健

康
保

険
制

収
済

通
知

書

納
付

者
住

所
・
氏
名

車内

鰍
1一

一
対

象
年

度
|

通
知

書
番

号

金
沢

市
国

民
健

庶
保

険
i

領
収

読
書

納
付
者

住
所

・
氏
名

4業

業務1慨IPl~t-~lmt
t-~1通知書番号

金
沢

市
国

民
健

康
保

険
料

払
込
書
兼
領
収
読
書
(
佳
)

納
付
者

住
所

・
氏

名

草主

通
知

書
番

号

ド!t 当

期j
J
l/

保
険

料
延

滞
金

円
円

合
計

期目
1/

保
険

1斗
延

j帯
金

円
円

合
計

期
別

保
険

事
ト

延
滞

金

円
円

合
計

ー l N H| |

卦 吟
|
合

計
|￥

|
 

|
合

計
|￥

|
 

|
合

計
|￥

|
 

期
傾

収
日

付
印

す
。

日

収
し

た
の

で
通

知
し

月
年

(
先
先
)
金

沢
市

会
計

管
理

者
金

沢
市

指
定

金
融
機
関
、

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
又

は
金

沢
市

収
納

代
理

金
磁

機
関

金
額
を

J-:
ile 

領
収

日
付

印

日
月

し
た

。

年

卜
記
の
金
額
を
領
収

し
領

収
回

付
印

日
月

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

金
沢

市
指

定
代

理
金

磁
機

関
又

は
金

沢
市

収
納

代
理

金
磁

機
関

す
。

金
額

を
払

い
込

み

'f
 

卜
ile

金
沢

市
現

金
取

扱
員

氏
名

金
沢

市
現

金
取

扱
員

氏
名

様

金
沢

市
現

金
取

扱
員

氏
名

こ
の

領
収

読
書

は
、

後
日

の
誌

拠
と

し
て

2
年

間
保

存
し
て
く
だ
さ

い。
ト
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た
。

金
沢

市
指

定
金

磁
機

関
、

金
沢

市
指

定
代

理

金
融

機
関

又
は

金
沢

市
収

納
代

理
金

融
機

関

様
式

は
、

現
金

取
扱

員
が

使
用

す
る

。

様
式
は
、

3
片

式
の

被
写

弐
と
す
る

。

{!
描考

1 2
 

第
6
号

様
式

そ
の

2
を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。
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そ
の
2

卦 吟 期

納付書兼領収~i
f.番

納
付

義
務
者

科
歯

保
険
課
番
号

賦
課
年
度
対
象
年
度
通
知
書
番
号

期目
IJ

保
険
料

延
滞
金

i入
』

計

本
来
の
納
期
限

指
定
期
日

4策

国
民
健
康
保
険
辛
|

年
度

金
沢
市

一 一 険

T ー 喜
一 一 康

一 一 鴻 劉
: i  - -L国 四川

皮 叫
年

市
沢

金 納
付
餐
務
者

猷年
度鐸

|草
2|

通
番
知
号書 期目~J 1
2匂
|

本納
来期
限の ~~史料 延

滞
金

合
計

指
定
唄
H

沢
市

合
計

延
滞
金

ー I N N- -

t
記
の
金
額
を
納
付
し

ま
す
。

ヒ
記
の
金
額
を

ま
し
た
。

金
沢
桁
指
定
金
融
機

閥
、
金
沢
市
指
定
代
理

金
融
機
関
、
金
沢
市
収

納
代
理
金
融
機
関
文
は

金
沢
市
保
険
料
徴
収
受

託
者

収
し

この領収~if.番
I土、後日の~

拠として2
南
保
存
し
て
く
だ
さ
い
@

領
収
日
付
開

と
記
の
金
舗
を
領
収
し

た
の
で
通
知
し
ま
す

s

(宛
先
)

金
沢
市
会
計
管
理
者

付

義
務
者

納

金
沢
市
指
定
金
融
機

閥
、
金
沢
市
指
定
代
理

金
融
機
関
又
は
金
沢

限
納
代
理
金
融
機
関

l市
町
村
コ
ー
阿

石川県金沢r~1
布
川
県
金
沢
市

町
町
村
コ
-
"1

こ
の
調
収
済
通
知
書
は
、
直
後
機
械
で
処
理
し
ま

す
の
で
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
な
い
で

く
だ
さ
L、

石
川
県
金
沢
市

|布
町
村
コ
ー
ド
|

第
6
号
様
式
そ
の
3
及
び
そ
の
4
を
削
る
。



令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3 金沢 市公 報

第7号様式の2から第7号様式の4までを次のように改める。

第7号様式の 2 (第13条関係)

中美

年度国民健康保険料仮徴収額決定通知書

年月日

金沢市長 固

国民健康保険法第76条及び第76条の4において準用する介護保険法第135条の規定により、

民健康保険料 仮徴収額を次のとおり決定しましたので通知します。

|問主氏 名|

|生年月 日|

仮徴収決定額

保険証番号

性別

年度特別徴収仮徴収額算定明細

年間保険料額 I 1回当たりの仮徴収額

年度特別徴収月別仮徴収額 保険料納付方法等

徴収月 仮徴収額 年金支給月 徴収方法

特別徴収
4月

義務者

6月
特別徴収

対象年金

8月
特別徴収

年金支給額

仮徴収

合計額

特別徴収

年度分国

この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること。
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令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3

第7号様式の 3 (第13条関係)

様

金沢市公報

年度国民健康保険料仮徴収額停止決定通知書

年月日

金沢市長 固

国民健康保険法第76条の4の規定において準用する介護保険法第138条第 l項の規定により、 年度分

国民健康保険料 仮徴収額を次のとおり決定しましたので通知します。

世帯主氏名

保険証番号

生年月日 性別

停止事由

変更前仮徴収決定額 変更後仮徴収決定額

年度特別徴収月別仮徴収額 保険料納付方法等

徴収月 変更前 変更後 徴収方法 特別徴収

4月
特別徴収

義務者

特別徴収
6月

対象年金

8月

仮徴収

合計額

この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること。
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令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3

第7号様式の4 (第13条関係)

様

金沢 市公 報

年度国民健康保険料仮徴収額変更決定通知書

年月日

金沢市長 固

国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第140条第2項及び国民健康保険法施行規則第32

条の30第2項の規定により、 年度分国民健康保険料 仮徴収額を次のとおり決定しましたで通知します。

| 一名|

|生年 月日 |

変更前仮徴収決定額

保険証番号

性別

変更後仮徴収決定額

年度特別徴収月別仮徴収額 保険料納付方法等

徴収月 変更前 変更後 徴収方法

4月
特別徴収

義務者

特別徴収
6月

対象年金

8月

仮徴収

合計額

特別徴収

この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入する こと。
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令和4年(2022年)12月19日 号外第30号の3 金沢市公報

第7号様式の 5中「記号・番号」を「保険証番号」に、

老齢

退職年金

老齢
円|
退職年金

老齢
円 |
退職年金

円

給
金
金
年
年

族
害

恩
遺
障

入
ご
額
し
さ

収
類
金
入
だ

金
種
に
記
く

年
(
と
を
て

円|恩給 円|恩給 円

円|遺族年金 円 |遺族年金 円

を

円|障害年金 円 |障害年金 円

)
 。

3
 

3
V
 

老齢福祉

年金

その他の

年金

老齢福祉
円|
年金

老齢福祉
円 |
年金

円

)年金

円

老齢 老齢
円|
退職年金

老齢
円 |
退職年金

円
年金収入|退職年金

(種類ご
|遺族年金

とに金額
円|遺族年金 円 |遺族年金 円

を記入し
ー |障害年金

てくださ
円|障害年金 円 |障害年金 円

)
 。

3
 

3
uv
 

その他の

年金

)年金

円

改める。

第11号様式(表)を次のように改める。
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令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3 報一公一
-
)
 

市
一
表

-
J
'
目、

沢・金一

4議

過誤納金還付通知書

年月日

金沢市長 圃

金沢市国民健康保険条例第38条の規定により、次のとおり過誤納となっているあなたの国民健康保険料を

還付(充当)します。

賦課年度 通知書番号
納めすぎた

理 由
還付金額 科目

対象年度 理由日付

金融機関名

預金 種 別 口座番号

口座名義人

(単位:円)

納付した金額 正しい金額 過誤納額

期別 収納日 領収日 調定額 督促料 延滞金 調定額 督促料 延滞金 調定額 督促料 延滞金

(単位:円)

充当額(過誤納額を未納額に充当した金額)

賦課

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定による納付書等は、改正後

の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の問、所要の調整をして使用す

ることができる。

4 金沢市国民健康保険条例施行規則第12条の納入通知書、同規則第13条各号に掲げる文書及び同規則第四条の規定

により発する文書の様式は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、令和 5年3月31日ま

での聞は、なお従前の例によることができる。

金沢市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年12月19日

金沢市長 村 山 卓

⑨金沢市規則第62号

金沢市介護保険規則の一部を改正する規則

金沢市介護保険規則(平成12年規則第16号)の一部を次のように改正する。
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令和4年 (2022年)12月19日 号外第 30号の 3 金沢 市公 報

様式第15号中

被|フリガナ
保
険
者| 氏 名

被保険者番号

個人番号

生年月日

性別

年 月 日
を

被保険者番号

個人番号

生年月日 年月日

事業者 の 事 業所名

事業所 の種類

事業所の所在地

事業者の事業所名

事業所 の 所在地

事 業 所 番 下Eコ7 

事 業 所 の 種 類

改める。

附則

1 この規則は、公布の 日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の問、所要の調整をして使用す

ることができる。

地番po po 
目丁4

 
鉾玉市沢金県石

人
所
集

行
行

発
発
編

行発口
u

n百
円
月つム年つムつ山内Uつム年A

せ
円

U
Z
糸
町，

A
甘 市

所
栄

役

沢
市
共

沢
)株

金
金
(

28 


